
 

新型コロナウイルス感染症対策に係る北広島市の取組概要 

 

【ステップ10】 令和3年6月4日、6月25日(令和3年第2回定例会)議決 

                       【補正予算額6億2,850万円】 

 

①  感染防止対策協力支援金支給事業      事業費：1億8,993万円 

(経済部 商工業振興課) 

令和3年5月16日から国による緊急事態措置の実施区域に北海道が対象

となったことに伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、北海道

からの要請に基づき、5月16日～5月31日の期間、休業や営業時間短縮等

の取組を実施した事業者に対し、協力支援金を支給します。 

     

    1 協力要請の概要 

 対象施設 対象要件（協力要請等の内容） 

① 
酒類又はカラオケ設備

を提供※1する飲食店等 

休業すること 

（酒類・カラオケ設備の提供を

取りやめた場合を除く※2） 

①②共通 

・感染防止対策の実施 

・業種別ガイドライ

ンの遵守 ② 

上記以外の飲食店等 

（宅配・テイクアウトを 

除く） 

営業時間を短縮すること 

（5時～20時の範囲内に短縮） 

※1 利用者による酒類の店内持ち込みを含みます。 

※2 酒類、カラオケ設備の提供を取りやめる場合は営業時間の短縮が要件となります。 

    

  2 支援金の支給額 

区分※3 事業者規模 1日あたりの支給額 算定方法（売上高※4等） 

売 上 高 

方 式 

・中小企業 

・個人事業者 

4万円 
1店舗1日当たりの売上高が 

10万円以下 

4～10万円※5 
1店舗1日当たりの売上高が 

10万円を超え25万円以下 

10万円 
1店舗1日当たりの売上高が 

25万円を超える 

売 上 高 

減少方式 

・大企業 

・中小企業 

・個人事業者 

最大20万円※6 
1店舗1日当たりの売上高の 

減少額に応じて最大20万円 

※3 中小企業・個人事業者は、売上高方式又は売上高減少方式を選択できます。 

※4 売上高は、令和元年又は令和2年5月の1日当たりを基準とします。 

※5 令和元年又は令和2年5月の売上高÷31×0.4（千円未満切り上げ） 

※6 令和元年又は令和2年5月の売上高と令和3年5月の売上高を比較した 

減少額×0.4（千円未満切り上げ） 



 

②  感染防止対策協力支援金支給事業           事業費：2億3,342万円 

(経済部 商工業振興課) 

   緊急事態措置の期間延長により、6 月 1 日～6 月 20 日の期間、①と同様

に休業や営業時間短縮等の取組を実施した事業者に対し、協力支援金を支

給します。 

 

③ 感染防止対策協力支援金支給事業          事業費：1億6,682万円 

 (経済部 商工業振興課) 

6 月 21 日から国によるまん延防止等重点措置の実施区域に北海道が対象

となったことに伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、北海道

からの要請に基づき、6月21日～7月11日の期間、営業時間短縮等の取組

を実施した事業者に対し、協力支援金を支給します。 

   

  1 協力要請の概要 

 対象施設※7 対象要件（協力要請等の内容） 

① 

飲食店（居酒屋を含む）、喫茶

店等（宅配、テイクアウトサー

ビスを除く） 

・営業時間は5時～21時 

・酒類の提供（利用者による酒類の店内持込

みを含む）は11時から20時まで 

・感染防止対策の実施、業種別ガイドライン

の遵守 

・飲食を主として業としている店舗等におい

て、カラオケ設備の利用を行わない 

② 

キャバレー、カラオケボックス

等で飲食店営業許可を受けてい

る店舗 

③ 
飲食店営業許可を受けている結

婚式場 

※7 酒類提供の有無にかかわらず、従来から21時を超えて営業している施設が対象 

   

  2 支援金の支給額 

区分※8 事業者規模 1日あたりの支給額 算定方法（売上高※9等） 

売 上 高 

方 式 

・中小企業 

・個人事業者 

2万5千円 
1店舗1日当たりの売上高が

83,333円以下 

2万5千円～7万5千円※10 
1店舗1日当たりの売上高が 

83,333円を超え25万円以下 

7万5千円 
1店舗1日当たりの売上高が 

25万円を超える 

売 上 高 

減少方式 

・大企業 

・中小企業 

・個人事業者 

最大20万円 
1店舗1日当たりの売上高の 

減少額に応じて最大20万円 

※8 中小企業・個人事業者は、売上高方式又は売上高減少方式を選択できます。 

※9 売上高は、令和元年又は令和2年6月～7月の1日当たりを基準とします。 

※10 令和元年又は令和2年6～7月の売上高÷61×0.3（千円未満切り上げ） 



 

④ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業  
事業費：2,723万円 

(保健福祉部 福祉課) 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、既に総合支援資金の再

貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない生活に困窮する世帯に

対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生

活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。 

 

⑤ 事業継続支援金支給事業（市独自事業）      事業費：1,110万円 

 (経済部 商工業振興課) 

市内事業者の売上減少に対する支援として、令和2年11月から令和3年

3 月までのいずれか 1 か月の売上が前年比 30％以上減少又は連続する 3 か

月の売上合計が前年比 20％以上減少している事業者に対し、15 万円を支給

します。（ステップ8、ステップ9の事業継続支援金支給事業について、申請

件数の増加が見込まれることから予算を増額します。） 


